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２．看護学生等実習 

  
対        象 延人員 

６ 医師、看護、保健、栄養、歯科衛生士 関連  ４ 校 64 

 

 

３．公害健康被害の補償等 
  昭和 49年 9月 1日から、公害健康被害補償制度が実施され、当区域も、昭和 50年 12月 19日から、

本制度の該当地域に指定されました。この制度は、大気汚染の影響によって生じた健康被害につい

て、その損失を補うための補償（医療費の全額負担、障害補償費、児童補償手当、療養手当などの

給付）を行うとともに、健康の回復と保持増進に必要な事業が進められています。その後、昭和 63

年 3月 1日付で公害健康被害補償法が公害健康被害の補償等に関する法律に改められ、地域指定が解

除され、新規認定は認められなくなりました。 

 （１）公害健康被害認定状況           （令和６年度末現在：人） 

天 王 寺 区 大 阪 市 

認 定 数 
取消数累計 年度末現在 年度末現在 

治癒等 死 亡 府県市変更 認 定 数 認 定 数 

359 159 136 18 46 5,505 

 

（２）疾病別認定患者数                （令和６年度末現在：人） 

 慢性気管支炎 気管支ぜん息 ぜん気 肺 気 腫 計 

15 歳以上 3 42 0 1 46 

 

 （３）等級別患者数                  （令和６年度末現在：人） 

 特 級 １ 級 ２ 級 ３ 級 級 外 計 

15 歳以上 0 0 3 25 16 44 

 

 

４．在宅医療・介護連携推進事業 
  団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築の実現をめざします。 

 

平成２７年には、介護保険法が改正され、地域包括ケアシステムの構築を図る地域支援事業の包

括的支援事業として、新たな「在宅医療・介護連携推進事業」の実施をはじめとした取組みの強

化・充実が図られ、天王寺区においても国が定めた 8項目に取り組んでいます。 

 

５．医 務 

年度 
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 （１）医療施設数                    （令和６年度末現在：件） 

病 院 一般診療所 歯科診療所 助産所 施術所 歯科技工所 衛生検査所 

７ 182 91 26 333 35 ３ 

 

 （２）医療施設関係許可・届出等件数           （令和６年度末現在：件） 

 許可 届出 登録 

病 院 29 39  

一 般 診 療 所 15 84  

歯 科 診 療 所 2 30  

助 産 所 2 2  

施 術 所  114  

歯 科 技 工 所  2  

衛 生 検 査 所   3 

合 計 48 271     3 

    

 （３）立入調査実施件数                         （件） 

 

病 院 
一 般 

診療所 

歯 科 

診療所 
助産所 施術所 

歯科 

技工所 

衛生 

検査所 

 

  計 

令和６ ９ 18 ８ ０ 10 ２ 0 47 

 

 （４）医療従事者関係各種申請書受理件数            （令和６年度：件） 

 免許申請 籍訂正 再交付 抹消 

医 師 27 29 2 3 

歯 科 医 師 6 2 4 3 

保 健 師 4 7 1  

助 産 師 3 6   

看 護 師 35 81 7  

理 学 療 法 士 5 1   

作 業 療 法 士 4 2   

放 射 線 技 師 3 1   

臨 床 検 査 技 師 1 3   

そ の 他 2 1   

合 計 90 130 14 6 

免許種別 
申請区分 

年度 

区
分 

施設種別 
区分 
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６．献血推進事業 
  献血によって輸血用血液をはじめ血液製剤を確保するため、当区においては、昭和 55 年 10 月 1日

に献血推進委員会が設置されましたが、平成 24年 6 月 21 日付けで大阪市献血推進協議会が廃止され

たことに伴い、献血推進委員の委嘱期間が終了した平成 26 年 3 月 31日付けで廃止しました。 

  しかしながら、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」第 5条には、地方公共団体の

責務として「献血について住民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に

実施されるよう、必要な措置を講じなければならない」と定められていることから、引き続き啓発

物品の配布などにより、献血推進の呼びかけに努めてまいります。 

                                

７．感染症予防 
  感染症の発生は、生活環境の改善や医学の進歩及び予防接種等の充実によって減少傾向となって

いますが、新たな感染症等に対応するため、これまでの伝染病予防法などを廃止し、平成 11 年 4 月

から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行されました。 

  保健福祉センターでは、患者発生時の疫学調査や消毒指導などの防疫対策を実施しています。 

（１）感染症届出状況  （新型コロナウイルス感染症を除く。）     （令和６年度：件） 

疾患名 件数 疾患名 件数 

腸管出血性大腸菌感染症 9 後天性免疫不全症候群 1 

日本脳炎 0 侵襲性インフルエンザ菌感染症 2 

レジオネラ症 5 侵襲性肺炎球菌感染症 17 

アメーバ赤痢 2 バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1 

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1 梅毒 37 

日本紅斑熱 1 デング熱 1 

水痘 6 クロイツフェルト･ヤコブ病 1 

麻しん 10※ 播種性クリプトコックス症 1 

風しん 0 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 6 

A 型肝炎 1 マラリア 1 

百日咳 5 E 型肝炎 １ 

急性脳炎 １ 合計 112 

   ※全件取下げ 

（２）予防接種 

    各種予防接種は、取扱医療機関で個別実施しています。 

（令和６年度：人） 

 

ＤＴ 
五種

混合 

B 型

肝炎 
ＭＲ 

ロタ 

ウイルス 

小児肺炎

球菌 

ヒブ 

感染症 
水痘 

日本

脳炎 

子宮 

頸がん 

季節性 

インフル

エンザ 

高齢者 

肺炎 

球菌 

519 2,543 1,828 1,443 1,376 2,452 807 1,317 2,816 2,559 8,194 147 



 

- 9 - 

８．結核予防 
 保健福祉センターでは、結核患者の治療、入院などについて管理指導を行うとともに、家族等への

感染予防を目的とした健診を実施しています。これらの結核管理健診や患者家族健診は、委託医療機

関でも受診できる体制をとり、受診機会の確保に努めています。 

  また、区内住民を対象に結核健康診断を保健福祉センターで実施し、結核の予防に努めていま

す。 

 

 （１）登録患者                                             （令和６年末現在：人） 

年 登 録 患 者 新登録患者 

６ １７ １４ 

 

 （２）結核健康診断                                               (人） 

対 象 

 

Ｘ線（デジタル） 

 

発 見 患 者 ツ 反 ＩＧＲＡ 

一 般 市 民 44 0   

患 者 家 族 16 1 0 19 

患者管理健診 0 0   

合 計 60 1 0 19 

 

（３）結核医療費公費負担 

    結核の早期治療の推進と医療中断防止のため、結核医療費の公費負担を行っています。結核

診査協議会の診査結果は、次のとおりです。 

  ア 一般患者（感染症法第 37の 2条）        （人） 

 

申 請 合 格 承 認 

健 保 本 人 4 4 4 

健 保 家 族    

生 活 保 護    

国民健康保険 4 4 4 

後期高齢者医療 8 8 8 

合 計 20 20 20 

 

イ 入院勧告患者の医療（感染症法第 37条）                      

（人） 

申請（承認） 
不承認 

入院勧告の解除 

新規・再 継 続 死 亡 事 故 軽 快 その他 

19 17 0 1 0 3 4 

 

 

内容 

対象 


